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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年５月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２４年８月２５日 １８時００分ごろ 

発生場所 宮崎県日南市目
め

井津
い つ

漁港  

 日南市所在の目井津港北沖防波堤灯台から真方位２６７°８５０ｍ

付近 

 （概位 北緯３１°３２.６′ 東経１３１°２３.１′） 

事故調査の経過  平成２４年１０月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十一明生
めいせい

丸、１１９トン 

 ＭＺ１－３７５（漁船登録番号）、明生水産有限会社 

 ３１.１０ｍ（Lr）×５.８０ｍ×２.６５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数６１０、昭和５８年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

五級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成９年２月６日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１２月２７日 

免状有効期間満了日 平成２９年２月５日 

機関長 男性 ５１歳 

 五級海技士（機関）（機関限定） 

  免 許 年 月 日 昭和５６年２月９日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１２月２７日 

 免状有効期間満了日 平成２９年１月１６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室及び操舵室全焼 

 事故の経過  本船は、船長、機関長ほか日本人８人及びインドネシア人実習生６

人が乗り組み、目井津漁港に係留していたが、平成２４年８月２５日

０８時００分ごろ、港内を移動して虚空蔵
こ く ぞ う

島南側の岸壁に左舷着けで

係留するとともに、主機を停止し、着岸後は乗組員が離船し始めた。 

船長は、１１時３０分ごろ発電機を停止して２２０Ｖの陸電を取

り、全員が離船した後は適宜に見回りをするため、機関室、食堂、船
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内通路などの照明を点灯した状態とし、１２時００分ごろ最後に本船

を離船した。 

 船長は、１６時４５分ごろ機関室及び食堂の見回りを、機関長は、

１７時００分ごろ操舵室の見回りをそれぞれ行ったが、異常を認めず

に離船した。 

 岸壁に係留中の漁船で作業していた地元漁業者は、１８時００分ご

ろ、本船船尾方の岸壁で釣りをしていた人から、本船から煙が出てい

ることを知らされ、岸壁に設けられた陸電ボックスのブレーカーを

「オフ」とし、１８時１１分ごろ消防署に通報した。 

船長ほか乗組員は、地元の防災無線などで本船の火災を知り、本船

に駆けつけて機関室内に入ろうとしたが、煙で入ることができなかっ

た。 

本船は、１８時２３分ごろから消防車及び地元消防団によって消火

活動が行われ、その後は巡視艇も消火活動に加わったが消火できない

ので、機関室左舷側外板の２か所に穴を開けて浸水による消火活動が

行われ、翌２６日０２時３０分ごろ沈没して火災は鎮火した。 

本船は、クレーン車によって吊り上げられたが、機関室及び操舵室

が全焼しており、廃船処分された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長は、機関の海技免状も有しており、１年前まで本船に機関長と

して乗船していたことから、機関部の職務をほとんど行っていた。 

機関長は、漁ろう長を兼務しており、乗船中は主に漁ろう長職をと

っていた。 

船長及び機関長は、たばこを吸わなかった。 

機関室は、船体の船尾寄りに配置されており、上方に操舵室、船尾

方に食堂及び船員室、船首方に魚倉が設けられ、主配電盤が機関室上

部の左舷側に設置されていた。 

船長は、陸電に切り替えた際、陸電の供給電力が小さいので、主配

電盤の照明系統の１００Ｖ給電盤のブレーカーを「オン」とし、動力

系統の２２０Ｖ及びバッテリー系統の２４Ｖの各給電盤のブレーカー

を「オフ」とした。 

焼損状況は、機関室出入口付近の壁に設けられた陸電コード用のコ

ンセントから主配電盤までの電気配線と主配電盤内の焼損が最も激し

かったが、それらの電気系統は、焼損が激しい上に沈没したことか

ら、出火につながる溶融痕等は確認されなかった。 

本船は、船舶所有者が平成１６年ごろ購入した後、電気配線を新替

えしたことはなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

不明 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

本船は、目井津漁港の岸壁に係留中、機関室から出火したものと考

えられる。 

本船は、焼損状況から、陸電コード用のコンセントから主配電盤ま

での電気配線又は主配電盤内が短絡等により出火して機関室に延焼し

た可能性があると考えられるが、それらの電気系統の焼損が激しく、

出火した状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、目井津漁港の岸壁に係留中、機関室から出火し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・電気配線の摩耗及び亀裂の有無の確認を適宜行うこと。 

・電気機器及び電気配線は、定期的に絶縁抵抗測定を十分に実施す

ること。 

 




